
令和７年度版

認定こども園 入園申込のしおり

★問い合わせ先★

竹原市市民福祉部健康こども未来課こども福祉係

電話：0846-22-7742

◎入園申込受付期間

・年度当初入園：１１月１５日（金）～１２月１１日（水）

※ 受付期間以降は、随時受付を行いますが、受付期間内に提出があった方を

優先します。

・年度途中入園：入園を希望する日の３ヵ月前から受付

入園手続きは、このしおりを確認のうえ、準備を進めてください。
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１ 保育の必要性の認定

認定こども園を利用する際には、利用のための保育の必要性の認定「支給認定」を受ける必要が

あります。

⑴ 認定区分

いいえ はい はい いいえ

１号認定

（教育標準時間認定）

認定こども園が利用でき

ます

※私立こども園を希望

される方は直接施設へ

申込みをしてくださ

い。

２号認定

（保育認定）

認定こども園が利用で

きます

「保育を必要とする事由」※

に該当しますか？

※３ページ参照

３歳～５歳 ０歳～２歳

「保育を必要とする事由」※

に該当しますか？

※３ページ参照

３号認定

（保育認定）

認定こども園が利用で

きます

認定の必要は

ありません

一時預かりや地域子育

て支援センター、児童館

をご利用ください

※年度途中に３歳にな

られたら私立こども園

（１号）を利用できま

す。

子どもの年齢は令和７年４月１日時点で何歳ですか？
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⑵ 保育認定（２号・３号）について

① 保育を必要とする事由

保育認定（２号・３号認定）を受けるためには、保護者（父・母など）が次の【※保育を必

要とする事由】のいずれかに該当する必要があります。

② 保育の必要量

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。

※【保育を必要とする事由】

区分 利用できる時間（上限）

保育標準時間 １１時間（７：３０～１８：３０）

保育短時間 ８時間（施設によって異なります）

認定事由 利用区分 内容

就労
標準時間 月 120 時間以上の就労

短時間 月 48時間以上 120 時間未満の就労

妊娠・出産 標準時間 出産をする場合 （産前 2か月から産後 8週間の月末まで）

疾病・障害
標準時間

短時間
保護者の病気、負傷、心身障害などの場合

介護・看護
標準時間

短時間
親族の常時介護・看護が必要な場合

災害復旧 標準時間 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合

求職活動
標準時間

短時間

就職のための求職活動をする場合

（９０日 ※期間延長なし）

就学
標準時間

短時間
学校、専修学校、職業訓練校等へ在学する場合

児童虐待・ＤＶ 標準時間 児童虐待やＤＶの恐れがある場合

育児休業
標準時間

短時間
育児休業取得時に既に保育を利用している児童の継続利用

その他
標準時間

短時間
上記に類する状態にあると市長が認める場合
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２ 施設の概要

【公立認定こども園】 ＜R6.11.1 現在の予定定員等＞

【私立認定こども園】 ＜R6.11.1 現在の予定定員等＞

【延長保育（２・３号）・預かり保育（１号）】

〇 すべての認定こども園（2号・3号認定）で、延長保育（～19：00 まで）を実施しています。ま

た、明星こども園、大乗こども園、忠海東部こども園の３園は、早朝（7：00～7：30）の延長保育

を実施しています。（一部有料）

◎ すべての認定こども園（1号認定）で、通常の利用時間を超えて、一時的に保育が必要な場合に利

用できる「預かり保育」を実施しています。（有料）

【入園対象年齢】

施設名称 定員
所在地

（電話番号）

２号・３号認定 １号認定

保育標準時間 保育短時間 教育標準時間

たけのここども園 118
竹原町 3553-3

（23-5060）
7：30～18：30 8：30～16：30 9：00～14：00

竹原こども園 80
田ノ浦 2-5-2

（22-2644）
7：30～18：30 8：30～16：30 9：00～14：00

吉名こども園 90
吉名町 4819-24

（25-1114）
7：30～18：30 8：30～16：30 9：00～14：00

施設名称 定員
所在地

（電話番号）

２号・３号認定 １号認定

保育標準時間 保育短時間 教育標準時間

明星こども園 55
忠海中町 3-8-2

（26-2845）
7：30～18：30 8：30～16：30 8：30～14：30

大乗こども園 55
福田町 2769-1

（24-1950）
7：30～18：30 8：00～16：00 8：30～14：30

賀茂川こども園 80
新庄町 1486-4

（29-0371）
7：30～18：30 8：30～16：30 8：30～14：30

忠海東部こども園 40
忠海東町 4-2-7

（26-0228）
7：30～18：30 8：30～16：30 8：30～14：30

中央こども園 95
本町 2-4-29

（22-3000）
7：30～18：30 8：30～16：30 8：30～14：30

該当する生年月日

０歳児
公立施設、中央こども園は生後６か月から

その他の私立こども園は概ね生後２か月から

１歳児 令和５年４月２日～令和６年４月１日生まれ

２歳児 令和４年４月２日～令和５年４月１日生まれ

３歳児 令和３年４月２日～令和４年４月１日生まれ

４歳児 令和２年４月２日～令和３年４月１日生まれ

５歳児 平成３１年４月２日～令和２年４月１日生まれ
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３ 利用までの流れ

⑴ １号（教育認定）の利用を希望する場合（４月１日入園）

※書類に不備や疑義があった場合は電話などで確認する場合があります。

※住所や家庭の状況に変更があった場合はすみやかに届け出をしてください。

私立認定こども園 公立認定こども園

施設の事前確認・見学

見学については、各施設にお問合せください。また、すべての園で「園庭開放（育児サークル）」

を実施していますのでご利用ください。

①入園の申込み

直接、希望する園へ申込みをしてください。

②入園の内定

認定こども園から入園の内定を受けます。

③支給認定申請書の提出

「支給認定申請書（１号認定用）」を園へ提出

してください。

④支給認定証（１号認定）等の交付

認定こども園を通じて竹原市から支給認定

証等を交付します。

⑤認定こども園と契約・説明会等

各施設で説明会等を行います。説明会の内容

を聞いて、入園の準備を進めてください。

①入園の申込み

「支給認定申請書（１号認定用）兼公立認定こ

ども園利用申込書」を健康こども未来課こども

福祉係（保健センター内）へ提出してください。

★受付期間：令和６年 11 月 15 日（金）

～12 月 11 日（水）

★受付時間：8時 30 分～17 時 15 分

※土・日・祝日を除く

★受付期間以降は、随時受付を行いますが、受

付期間内に提出があった方を優先します。

②抽選

受付期間内に入園希望者が募集人数を超え

た場合、新規希望者を対象に抽選を行います。

★抽選日時 令和６年 12 月 20 日(金)

13 時 30 分～

★抽選場所 保健センター２階会議室

③支給認定証（１号認定）等の交付

支給認定証等を送付します。

④入園説明会（２月中旬～３月上旬）

各施設で説明会を行います。説明会の内容を

聞いて、入園の準備を進めてください。

～入園（４月１日）～

１号認定



６

⑵ ２号・３号（保育認定）の利用を希望する場合（４月１日入園）

★書類に不備や疑義があった場合は、電話などで確認する場合があります。

★住所や就労状況など家庭の状況に変更があった場合はすみやかに届け出をしてください。

★希望する施設に申込者が多数いる場合は、保育の必要性の程度を踏まえ利用調整をします。申請書

に必ず希望施設名を複数記入してください。

認定こども園

（公立・私立共）

施設の事前確認・見学

見学については、各施設にお問合せください。ま

た、 すべての園で「園庭開放（育児サークル）」を

実施していますのでご利用ください。

①入園の申込み

「支給認定申請書（２号・３号認定用）兼利用申

込書」に「就労証明書」、「申告書兼申立書」等の必

要な書類（P7～8）を添えて提出してください。

★申請期間：令和 6年 11 月 15 日（金）

～12 月 11 日（水）

★受付場所：各施設または健康こども未来課こども

福祉係（保健センター内）

★受付期間以降は、随時受付を行いますが、受付期

間内に提出があった方を優先します。

②書類審査・利用調整

認定申請・利用申込みの内容を審査し、申請者の

希望、定員の空き状況や保育の必要性の程度を踏ま

え、竹原市が利用調整をします。

③支給認定証（２号・３号認定）等の交付

支給認定証、入所内定通知等を送付します。

※必要に応じて面接等を行います。

④入園説明会（２月中旬～３月上旬）

各施設で説明会を行います。説明会の内容を聞い

て、入園の準備を進めてください。

～入園（４月１日）～

２号・３号認定
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４ 申請に必要な書類

⑴ 支給認定申請書兼利用申込書（子ども一人につき１枚）

子ども一人ひとりを認定するため、 記入事項が重複しますが、 兄弟姉妹がいる場合は、 そ

れぞれ提出してください。

また、 家庭で保育できない２号・３号認定の場合は、 必ず申請書裏面の保育が必要な保護者

の状況を記入し、 「（２）保育を必要とする証明書類」を提出してください。

注：申請書等にマイナンバーの記入が必要です。マイナンバー及び本人確認ができる書類（個人

番号カード、運転免許証など）をご持参ください。

⑵ 保育を必要とする証明書類

※教育標準時間認定（１号認定）の場合は必要ありません。

※兄弟姉妹で同時に申請する場合は、 証明書類も申請書にそれぞれ添付してください（１部原

本であれば、２人目以降は原本のコピーで可）。

認定区分 申込に必要な書類 提出先

１号認定 ⑴「支給認定申請書（１号認定用）」

⑵ 転入に関する申立書（竹原市へ転入し、入園する場合）

※公立施設を希望する場合は、利用申込書を兼ね

ています。

※私立施設を希望する場合は、直接施設へお問い

合わせください。

公立施設を希望する場合は、

健康こども未来課（保健セ

ンター内）へ提出

私立施設を希望する場合は、

直接希望する施設へ提出

２号認定

３号認定

⑴「支給認定申請書（２号・３号認定用）兼利用申込

書」

⑵「就労証明書」又は「申告書兼申立書」

⑶ その他添付書類（次頁を参考にしてください）

⑷ 転入に関する申立書（竹原市へ転入し、入園する場合）

※状況に応じて、次の書類が必要になります。

① ひとり親世帯の場合は、児童扶養手当証書、ひと

り親家庭等医療費受給者証の写し又は戸籍謄本

（減免制度あり）

② 世帯員が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者

保健福祉手帳を所持している場合は、手帳の写し

（減免制度あり）

③ 現に扶養する子（申請年度内において満１８歳

以下の者をいう。）が３人以上いる世帯の第３子以

降である３歳未満の児童がいる場合、「第３子以降

にかかる利用者負担額（保育料）変更届」

健康こども未来課（保健セ

ンター内）または入園を希

望する施設へ提出
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○保育を必要とする証明書類と添付書類一覧（保護者（父母分）の書類が必要）

※状況に応じて他に提出書類が必要な場合があります。

※提出書類の有効期限は、提出日において証明日から３ヵ月以内のものとします。

認定事由 提出書類 証明者・添付書類等

就

労

自営業

農業等

就労証明書

その他証明書

自営業等の代表者が証明書を作成

・事業の実態が確認できる書類（確定申告書

の写し、営業許可証、開業届出書、農作物の

出荷伝票等）

その他

（会社勤

め等）

就労証明書 勤務先で証明を受けたもの

妊娠・出産
申告書兼申立書

母子手帳の写し

申請者本人が申告書兼申立書を記入

母子手帳の写し（母の名前と出産予定日が分

かる部分）

疾病・障害
申告書兼申立書

診断書等

申請者本人が申告書兼申立書を記入

医師の診断書等（家庭での保育が困難である

ことの証明）

介護・看護
申告書兼申立書

診断書等

申請者本人が申告書兼申立書を記入

医師の診断書等（介護等が必要であることの

証明）

災害復旧
申告書兼申立書

り災証明書等

申請者本人が申告書兼申立書を記入

り災証明書等

求職活動 申告書兼申立書

求職者本人が申告書兼申立書を記入

※認定後９０日以内に新しい勤務先等の就労

証明を提出してください

就学
申告書兼申立書

在学証明書、その他証明書

申請者本人が申告書兼申立書を記入

在学証明書、年間カリキュラムなど就学の状

況（日数、時間等）がわかるもの

児童虐待・ＤＶ 申告書兼申立書 申請者本人が申告書兼申立書を記入

育児休業 就労証明書 勤務先で証明を受けたもの
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５ 利用者負担額（保育料）について

⑴ 決定方法

保護者の世帯所得に応じて負担額を決定します。

令和７年４月～８月分までは令和６年度市町村民税、９月～翌年３月分までは令和７年度市

町村民税により決定します。

※未申告のため市県民税が未確定となっている方は、 至急税務課の窓口で申告してください。

⑵ 利用者負担額

次頁の「令和７年度竹原市教育・保育施設に係る徴収金基準額表」を参考にしてください。

※ 保育料の負担軽減措置

竹原市独自制度として、多子世帯の負担軽減を行っています。

・現に扶養する子（申請年度内において満１８歳以下の者をいう。）が３人以上いる世帯の

第３子以降である３歳未満の児童がいる場合は「第３子以降に係る利用者負担額（保育料）

変更届」を提出してください。３歳未満児が第３子以降となる場合、保育料は無料となり

ます。

⑶ 利用者負担額の納付

利用者負担額は各施設（公立の場合は市）の定める方法により期日までに納付してください。

・公立施設の納付は、原則、口座振替による方法とします。口座振替依頼書（通帳届出印を押

印したもの）を金融機関（竹原市内に本店・支店があるものに限ります。）に提出してくださ

い。

・公立施設の納付期限は、原則、毎月月末（月末日が金融機関休業日の場合、その翌営業日）

・私立施設に入園された場合の保育料は、当該こども園への納入となります。

なお、次の場合は、保育料等に変更が生じることがありますので、すみやかに健康こども未来

課へ届け出てください。

（１）修正申告等をした場合

（２）離婚・再婚等により世帯構成に変更があった場合

（３）天災その他特別の事情により、減免が必要と認められる場合
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（参考）

令和７年度 竹原市教育・保育施設に係る徴収金基準額表

表１

区分 保育料 副食費

①１号認定子ども（教育認定）
０円

各施設により

決定する額②２号認定子ども（保育認定）
０円

※満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある認定子どもを除く。

③３号認定子ども（保育認定）
表２のとおり ―

※満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある認定子どもを含む。

※このほかに、各施設によっては、主食費、教材費などの実費徴収費等がかかる場合があります。

表２

各月初日の在籍児童の属する世帯階層区分 徴収金基準額（月額）

階層区

分
定 義 保育標準時間認定 保育短時間認定

Ａ

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国在

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国の自立の支援に関す

る法律による支給給付受給世帯並びに児童福祉法第６条の３第

８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第

６条の４に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世

帯

円

0

円

0

Ｂ

Ａ階層を除き、市

町村民税の額の区

分が右欄の区分に

該当する世帯

市町村民税非課税世帯 0 0

Ｃ１ 均等割課税のみ 15,000 14,700

Ｃ２ 所得割課税額10,000円未満 16,000 15,700

Ｃ３ 10,000円以上48,600円未満 17,000 16,700

Ｃ４ 48,600円以上58,200円未満 20,100 19,700

Ｃ５ 58,200円以上67,800円未満 22,300 21,900

Ｃ６ 67,800円以上77,400円未満 24,500 24,000

Ｃ７ 77,400円以上87,000円未満 26,700 26,200

Ｃ８ 87,000円以上97,000円未満 29,000 28,500

Ｃ９ 97,000円以上115,000 円未満 35,900 35,200

Ｃ１０ 115,000円以上133,000円未満 38,700 38,000

Ｃ１１ 133,000円以上151,000円未満 41,600 40,800

Ｃ１２ 151,000円以上169,000円未満 44,500 43,700

Ｃ１３ 169,000円以上235,000円未満 52,400 51,500

Ｃ１４ 235,000円以上301,000円未満 57,000 56,000

Ｃ１５ 301,000円以上397,000円未満 61,000 59,900

Ｃ１６ 397,000円以上 69,000 67,800
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６ 副食費（食材料費）について

認定こども園では給食を提供しています。幼児教育・保育の無償化の対象となる３歳児～５歳

児（１号認定・２号認定子ども）は、食材料費として副食費をご負担いただきます。副食費の額

や支払い方法は、施設により異なりますので、各園にお問い合わせください。

なお、３号認定子どもについては保育料に含み徴収するため、副食費の徴収はありません。

【副食費の免除について】

次に該当する児童については副食費が免除されます。

① 年収３６０万円未満相当（市町村民税所得割合算額が１号認定の場合は 77,101 円未満、

２号認定の場合は 57,700 円未満（２号認定でひとり親世帯等の場合は 77,101 円未満））世帯

の児童

② 全ての世帯の第３子以降（１号認定の場合は小学校３年生から年少までを、２号認定の場

合は、就学前の児童を数える）児童

※ 手続きは不要です。該当者には、認定の際に免除についてお知らせします。

７ 年度途中の入園申込みについて

年度途中で入園を希望される方についても、新年度入園と同じ手続きが必要になります。

このため、前の住所地で保育認定を受けていた場合でも、改めて本市で支給認定申請書兼利用申

込書を提出していただきます。

年度途中の申込みについては、事前に施設または健康こども未来課にお問い合わせください。

８ 市外の保育施設への入所について

保育施設の申込みは、住所地の市町村で行うことが原則です。ただし、勤務地が市外であったり、

里帰り出産など住所地以外での保育を希望する場合は、早めに健康こども未来課へご連絡くださ

い。

９ 転園・退園等について

転居等により利用施設を転園・退園したい場合は手続きが必要ですので、早めに通園中の施設ま

たは健康こども未来課にご相談ください。

公立認定こども園
１号認定 月額３，６００円

２号認定 月額４，５００円

私立認定こども園 各施設により決定する額
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１０ 利用調整・抽選について

（１）利用調整

受付期間内の２号・３号認定の申込者数が募集人数を超過した場合は、保育の必要性の程度を

踏まえ利用調整します。市外居住者の広域利用は、竹原市居住者を受け入れてなお定数に空きが

ある場合に受け入れます。

（２）抽選

受付期間内の公立こども園の１号認定の申込者数が募集人数を超過した場合は、抽選を行い

ます。

抽選日時・場所 令和６年１２月２０日（金）１３時３０分 保健センター２階会議室

①抽選方法は「くじ」により行います。

②在園している兄・姉と同一施設を希望するきょうだい（同時入園）を優先します。

③次に、同時入園以外の申込者で抽選を行います。

１１ 公立こども園の１号認定の募集人数

１号認定 ＜R6.11.1 現在の予定定員＞

※私立こども園の１号認定は、各施設にお問合せください。

園名 所在地 定員
募集人数

３歳 ４歳 ５歳

たけのここども園 竹原町 3553-3 １８ ６ ２ ２

竹原こども園 田ノ浦 2－5－2 １０ ４ ３ ２

吉名こども園 吉名町 4819-24 １２ ４ ４ ４


